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●令和7年度ミニ葡闘藤「お正月」を開催しました
0令和7年度企画展「簿山!の書」を開催
●春はつやま-2026企割農
「江戸エロ図屏風実物展示
―鍬形恵斎と同じ時代を生きた絵師たち―」

●令和7年度博物館協議会の開催

研究ノート

トピウクス

●津山藩における鷹場 綱澤 広貴

Tsuyama Ctty Museum
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e令 和7年度 ミニ企画展「 お 正 月 」を開催 しました
令和 7年 12月 6日 lttlか ら令和 8年 1月 18日 (日)までミニ企画展
「お正月」を開催しました。

お正月に合 わせて、今和8年

の干支 にちなんだ「午 (馬 )」 の

絵や、おめでたい画、馬をモチー

フにした刀装具、馬術書など考

展示しました。

会期中、500人 を超える来館
者の皆様に展示をご覧いただき、

正月の雰囲気をH未わっていただ

きました。

展示風景

ト

ピ

ッ
ク

ス

チラシ

● 令琴口7年度 企画展「 津 山 の 書 」を開 催

令和 8年 1月う1日 lttlか ら3月 8日 (耐まで企画展「津山の書」を

開催中です。

津山市出身で、平安の書を研究し、調和体を提唱した尾上

柴舟。同じく津山市出身で、大字かな運動に邁進した内田鶴

雲。津山が生んだ二人の書道象の作品を中心に展示しました。

二人の作品に合わせて、江戸時代の津山藩主の書も展示し、

幕末から昭和にかけての書の歴史移辿っていただける企画展を

目指しました。

2月末現在で300人 を超える皆様にご来館いただいてぃま
す。

田

‐
イー

十

チラン

会場のようす 展示風景
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表紙 写真
児島高徳像 (百済市郎作):児島高徳は鎌倉時代末期から南北朝時代にかけて活躍したとされる武将で、白
桜十字詩の故事で知られています。この像は郷土博物館前庭にあり、明治う2年 (1899)に つくられたものです。
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e春 はつやま 2026企 画展

「江戸一日図屏風実物展示
…鍬形恵斎と同じ時代を生きた絵師たち―」

会期/3月 28日ω～5月 6日 17Xl

江戸景観図の名作「江戸一日図屏風」の作者である鍬

形恵斎は18世紀末から19世紀前期にかけて活躍した津

山藩御用絵師です。企画展では、同時期に活躍した葛

飾北斎や歌川広重、歌川豊国 (三代)等の浮世絵や版

画も併せて展示し、多彩な江戸文化を紐解きます。

「江戸一日図屏風Jより花見をする人々(津山郷土博物館蔵) 葛飾北斎筆『芍薬 カナアリ」僻山洋学資料館歳)

e令和7年度津山郷土博物館協議会の開催
去る12月 23日ωに令和7年度の津山郷土博物館協議会を開催しました。当日は全委員5名

の出席をいただき、令和6年度の事業実績報告と令和7年度の事業報告、令和8年度の展示計

画について事務局から説

明と提案を行いました。

景員側 からは、刀剣

の手入れや児童生徒の

来館傾向、夏休みの体

験教室や社会科見学に

関する質 問などがあり、

団体見学時の館内説明

への対応や文化財行政

にも有益な助言をいただ

きました。

3
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研
究
ノ
ー
ト

津
山
藩
に
お
げ
る
鷹
場

は
じ
め
に

鷹
場
と
は
、
将
軍
や
大
名
な
ど
が
設
定
し
た
、

鷹
狩
を
行
う
た
め
の
狩
猟
場
で
あ
り
、
鷹
の
訓
練

や
、
餌
の
調
達
を
行
う
場
で
も
あ

っ
た
①
。
そ
も
そ

も
鷹
狩
と
は
猛
禽
類
を
調
教
し
、
獲
物
を
捕
え
る

間
接
的
な
狩
猟
で
あ
る
。
戦
国
時
代
以
降
、
信
長

や
家
康
ら
が
鷹
狩
を
好
み
、
江
戸
時
代
に
広
く
武

士
層
の
遊
技
と
し
て
広
ま

っ
た
。
そ
の
後
、
五
代

将
軍
綱
吉
が

一
時
期
厳
禁
と
し
た
が
、
八
代
将
軍

吉
宗
に
よ
り
復
興
さ
れ
て
い
る
②
。
な
お
、
江
戸
時

代
の
鷹
と
は
猛
禽
類
の
総
称
で
、
鷲
や
ハ
ヤ
ブ
サ

な
ど
も
鷹
と
呼
称
さ
れ
て
い
た
。

津
山
藩
に
お
い
て
も
、
ウこ
う
し
た
鷹
狩
の
実
施

と
鷹
場
の
設
定
は
例
外
で
は
な
く
、
史
料
か
ら
詳
し

く
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
稿
で
は
、
や
や
煩
雑
と

な
る
が
鷹
場
の
範
囲
や
規
制
、
村
と
の
関
係
、
鷹

の
あ
れ
こ
れ
な
ど
に
つ
い
て
具
体
的
に
み
て
い
く
。

鷹
場
の
範
囲

津
山
藩
は
慶
長
八
年

（
三
ハ
〇
一Ｄ

か
ら
元
禄

一
〇
年

（
三
ハ
九
七
）
ま
で
森
家
が
藩
主
を
勤
め
、

元
禄

一
一
年
か
ら
松
平
家

へ
と
藩
主
が
変
わ
り
明

治
維
新
を
迎
え
て
い
る
。

ま
ず
は
、
松
平
家
時
代
の
鷹
場
に
つ
い
て
み
て

い
く
。
そ
の
範
囲
と
し
て
は
、
次
頁
に
掲
載
し
た
【絵

図
】
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
絵
図
は
綾
部
村
大
庄オ

炉

‐ｒで
あ
る
多
胡
家
の
資
料
の
う
ち

「津
山
川
筋
御

留
場
絵
図
」
で
あ
る
。
絵
図
は
三
枚
あ
り
、
い
ず

綱
澤

広
貴

れ
も
類
似
の
絵
柄
で
あ
る
が
、
よ
り
詳
細
で
年
代

の
判
別
が
可
能
な
も
の
を
掲
載
し
た
（以
下
、
絵

図
と
呼
ム
）
。
【図

一
】
に
は
絵
図
の
主
要
な
線
や
丈

字
を
書
き
起
こ
し
た
。
絵
図
中
央
に
は
津
山
城
下

が
あ
り
、
吉
井
川
や
宮
川
な
ど
の
主
要
河
川
が
描

か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
土
地
の
境
目
を
示
す
杭
（榜

一０

の
場
所
が
記
さ
れ
て
い
る
。
図

一
で
は
そ
の

杭
を
○
印
で
表
現
し
た
。
杭
は
全
部
で
八
七
木
め

り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
小
字
名
と
イ
ロ
ハ
ニ
ホ

ヘ
ト
・

数
字
が
付
さ
れ
、
城
下
周
辺
を
四
角
く
囲

っ
て
い

る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
れ
が
「御
留
場
」
の
範
囲
で

あ
ろ
う
。
図

一
の
な
か
に
、
緑
色
で
現
在
の
美
作

イ
ン
タ
ー
・院
庄
イ
ン
タ
ー
、
そ
し
て
作
州
街
道
（
い

わ
ゆ
る
大
規
模
農
道
）
の
大
ま
か
な
位
置
を
書
き

入
れ
た
。
杭
は
こ
れ
ら
の
外
側
に
打
た
れ
、
「御
留

場
」
は
津
山
盆
地
中
心
部
の
広
大
な
平
野
部

一
帯

を
覆

っ
て
い
た
。

し
か
し
、
吉
井
川
以
南
は
杭
が
な
い
。
こ
の
場

所
に
つ
い
て
、
絵
図
の
付
紙
に
は

「御
留
場
　
字

サ
カ
イ
テ
堰
西

中
嶋
暮
田
古
城

一
方
井
口
大
谷

西
見
通
東
横
山
荒
尾
谷
迄
村
境
限
、
但
し
ク
オ
ビ

谷
龍
ケ
爪
近
辺
除
」
と
め
る
。
「サ
カ
イ
テ
堰
西
」

は
院
庄
村
東
部
、
吉
井
川
沿
い
に
打
た
れ
た
杭
で

あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
杭
か
ら
川
を
渡

っ
た
西
側
は
、

中
島
。暮
田
・古
城
。
一
方
・井
口
。大
谷
・横
山
村
、

そ
し
て
こ
れ
ら
の
村

々
と
吉
井
川
の
間
に
位
置
す

る
北
村
と
八
出
村
の
計
九

ヶ
村
は
「御
留
場
」
に

九
カ
含
み
、
横
山
村
荒
尾
谷
の
杭
か
ら
東
側
は
小

桁
村
を

一
部
含
む
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。
こ
れ

ら
を
加
え
る
と
絵
図
が
示
す

「御
留
場
」
に
含
ま

れ
る
の
は
四
五
ケ
村
で
あ

っ
た
。

で
は
こ
の
「御
留
場
」
の
範
囲
は
何
か
。
結
論
か

ら
言
え
ば
、
ウ」れ
が
鷹
狩
を
行
う
鷹
場
で
あ
る
。
「御

留
」
と
は
領
主
や
将
軍
の
所
有
を
意
味
す
る
言
葉

で
、
「御
留
山
」
や
「御
留
川
」
と

い
う
場
合
に
は
、

領
民
の
立
ち
入
り
や
木

々
の
伐
採
、
漁
労
が
自
由

に
で
き
な

い
エ
ヅ
ア
を
指
す
。
「御
留
場
」
の
場
合

に
も
、
基
本
的
に
は
狩
猟
や
採
集
の
禁
止
区
を
指

す
が
、
「御
留
山
二
御
留
川
」
を
含
ん
だ
概
念
で
も

あ
る
③
。

川
辺
村
大
庄
屋
で
あ
る
土
居
家
の
日
記
の
う
ち

文
化

一
二
年

（
一
人

一
六
）
〓

一月

一
八
日
条
に

は
、
藩
役
人
が
「御
鷹
場
杭
」
の
調
査
を
行

っ
た

記
事
が
あ
る
。
役
人
達
は
小
桁
村
の
「戊

ハ
サ
ノ
」

か
ら
、
国
分
寺
村

・
川
辺
村

へ
北
上
し
、
綾
部
構

の
う
ち

コ
爪
原
」
ま
で
調
査
し
た
と

い
う
。

い
ず

れ
も
小
学
で
あ
ろ
う
が
、
絵
図
の
杭
に
そ
の
よ
う

な
地
名
は
確
認
で
き
な
い
。
し
か
し
、
三
枚
の
う

ち
未
掲
載
の
絵
図
に
は

「小
桁
村
　
犬
は
さ
り
」

の
杭
が
確
認
で
き
た

（図
三
）
。
そ
の
場
所
は
、
図

一
の
南
部
で
、
黄
色
矢
印
を
付
し
た
杭
と
概
ね

一

致
し
て
い
る
。　
一
方

コ
爪
原
」
は
、
作
州
街
道
沿

た

か

ば

小
桁
村胎
等

【図2】 多胡家資料121の
内の1点 (部分)。
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恥
■

【絵図】「津山川筋御留場絵図1(多胡家資料121、 津山郷土博物館蔵)、 同資料番号の絵図3点のうちの1点。寛政5年 (1793)作成と推定。

【図
-1】
「津山,li筋御留場絵図Jを加工して作成。オレンジ色が道、紺色が河川と池ⅢOが抗の位置。緑色モ現在の作州街道・lCを示すなど

適営加主した。0～0は【表1】の大庄屋居住村、0～0は絵図外により未記載。           ,・
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い
に
黄
色
い
　
を
付
け
た
め
た
り
で
、
車
加
都
村

内
に
あ
る
小
字
で
あ
る
。
こ
の
と
き
の
調
査
は
、

城
下
南
の
小
桁
村
の
吉
井
川
沿
岸
か
ら
鴨
川
を
遡

上
す
る
よ
う
に
行
わ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。
そ
し

て
、
お
そ
ら
く
調
査
は

コ
爪
原
」
か
ら
西

へ
と
続

・
　

げ
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。　
つ
ま
り
、
少
な
く
と

，
　

も
城
下
東
側
に
つ
い
て
は
、
調
査
さ
れ
た

「御
鷹

場
」
と
絵
図
の
「御
留
場
」
の
範
囲
は

一
致
し
て
い

る
。
よ
っ
て
、
絵
図
の
「御
留
場
」
＝
鷹
場
で
あ

っ

た
と
推
定
さ
れ
る
。

一
方
、
作
成
年
代
に
つ
い
て
絵
図
に
記
載
は
な

い
が
、
同
文
書
群
の
な
か
に
寛
政
五
年

（
一
七
九

二
し
二
月
作
成
の
「御
留
場
墨
引
下
地
改
帳
」
と
い

う
史
料
が
あ
る
。
各
村
の
庄
屋
が
杭
の
位
置
を
確

認
し
、
藩

へ
上
申
し
た
も
の
を
ま
と
め
て
い
る
。

杭
の
位
置
や
小
字
が
絵
図
と

一
致
し
て
い
る
こ
と

か
ら
、
絵
図
は
寛
政
五
年
二
月
の
作
成
と
み
て
よ

い
。
未
掲
載
の
二
枚
の
類
似
し
た
絵
図
に
つ
い
て

　ヽ
　
は
年
代
が
異
な
る
か
、
掲
載
し
た
絵
図
の
下
書
き

ォ　
　
の
よ
う
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

鷹
場

へ
の
規
制

津
山
藩

の
支
政
七
年

（
一
人
三
四
）
一
一
月
の

触
書
で
、
「猟
師
御
留
場
穴

猟
師
の
狩
猟
禁
止
区
）

の
外
に
居
住
す
る
大
庄
屋

へ
鉄
砲
所
持
の
許
可
を

出
し
た
④
。
こ
れ
は
鉄
砲
を
取
り
締
ま
る
た
め
の

措
置
で
あ
る
。
こ
の
と
き
、
大
庄
屋
で
「猟
師
御

留
場
」
の
外
に
居
住
し
て
い
る
と
さ
れ
た
者
は
【表

一
】
の
「外
」
を
付
け
た
者
。
表

一
の
居
住
村
の
番

号
を
図

一
に
落
と
し
込
ん
だ
と
こ
ろ
、
触
書
の
記

載
と

一
致
し
た
。　
一
方
、
「内
」
を
付
け
た

「猟
師

御
留
場
」
内
に
居
住
し
て
い
る
と
さ
れ
た
者
は
、④

土
居
藤
七
を
除
い
て
、
残
ら
ず
図

一
の
「御
留
場
」

の
範
囲
に
居
住
村
を
含
む
。④
土
居
藤
七
を
例
外

と
す
れ
ば
、
「御
留
場
」
＝
「猟
師
御
留
場
」
と

い
え

る
。
よ
っ
て
絵
図
の
杭
内
で
は
猟
師
に
よ
る
狩
猟

が
禁
止
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
（土
居
藤
七

に
つ
い
て
は
後
述
）
。

禁
止
と
さ
れ
た
狩
猟
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
規

制
内
容
を
藩
は
度

力
触
れ
出
し
て
い
る
ｏ
。
例
え

ば
、
宝
暦
元
年
二
月
の
触
書
に
は
「御
留
場
之
内
、

威
筒

二
事
寄
鉄
砲
打
、
或
は
あ
み
、
な
わ
、
は
こ

殺
生
停
止
被
仰
出
候
」
と
あ
り
、
そ
も
そ
も
威
嚇

を
含
め
た
発
砲
が
禁
上
で
あ
り
、
網
や
縄
を
用

い

た
狩
猟
や
、
箱
罠
も
禁
上
で
あ

っ
た
。

そ
の
対
象
は
、
天
保
二
年
五
月
入
日
の
触
書
に

は
、
「諸
蔦
類
」
の
殺
生
を
禁
止
し
、
特
に
雁
や
鴨

を
具
体
的
に
挙
げ
て
い
る
。
し
か
し
、
発
砲
自
体

が
禁
止
で
あ
る
た
め
、
他
の
害
獣
を
駆
除
す
る
こ

と
も
出
来
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
同
じ
触
書
で
は
、

鉄
砲
猟
が
許
可
さ
れ
た
者
は
「御
留
場
」
外
に
お

い
て
、
猪
や
鹿
、
鳥
類
を
作
物
を
守
る
目
的
で
撃

つ
行
為
の
み
を

「格
別
之
事
」
と
し
て
許
可
し
て

い
る
。
逆
に
い
え
ば

「御
留
場
」
内

で
は
、
害
獣

す
ら
撃

つ
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

村
と
鷹
場

右
の
よ
う
な
規
制
に
よ
り
、
鷹
場
内
は
鷹
の
獲

物
と
な
る
鳥
類
や
小
動
物
が
多
く
生
息
す
る
こ
と

に
な
る
。
当
然
、
こ
う
し
た
生
き
物
は
村

力
で
獣

害
を
引
き
起
こ
す
こ
と
に
な

っ
た
。
城
下
の
北
側

に
隣
接
す
る
山
北
村
で
は
文
政
七
年

（
一
人
三
四
）

八
月
に
雀
と
鳩
の
獣
害
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
歎

願
し
て
い
る
④
。
雀
に
つ
い
て
は
、
お
び
た
だ
し

い
数
が
集
ま
り
、
稲
の
穂
が
出
る
と
す
ぐ
に
食

い

荒
ら
さ
れ
百
姓
は
難
儀
し
て
い
る
。
猟
師
が
村
々

に
入
り
駆
除
す
る
こ
と
を
許
可
し
て
欲
し
い
と

願

っ
て
い
る
。
雀
は
小
型
の
鷹
の
主
食
で
あ

っ
た

た
め
、
鷹
狩
の
重
要
な
獲
物
で
あ

っ
た
。

鳩
に
つ
い
て
は
作
物
を
食
い
荒
ら
し
て
お
り
、
「御

用
」
以
外
に
鳩
を
飼
う
こ
と
を
差
し
止
め
て
欲
し
い

と
願

っ
て
い
る
。
鳩
は
鷹
の
代
表
的
な
餌
で
あ
る
た

め
、
藩
で
も
飼
育
し
て
お
り
、
放
鳥
の
際
に
山
北
村

で
獣
害
を
引
き
起
こ
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
「御
用
」
と

は
藩
の
用
事
で
あ
る
た
め
、
家
臣
の
な
か
に
は
鷹
を

所
持
す
る
者
が
お
り
、
私
的
に
餌
と
な
る
鳩
を
飼
育

し
て
い
た
も
の
と
考
え
て
お
き
た
い
。

隠
鉄
砲
と
鷹
場

か
く

し

藩
に
よ

っ
て
許
可
さ
れ
た
鉄
砲
に
対
し
、
許
可

さ
れ
て
い
な
い
鉄
砲
を
隠
鉄
砲
と
呼
ん
だ
。
津
山

藩
で
は
、
隠
鉄
砲
が
摘
発
さ
れ
た
場
合
に
は
、
そ

の
所
持
者
を

一
律
に
領
地
追
放
と
し
て
い
た
。
し

【表1】 大庄屋居住村と「御留場」

〔出典〕大庄屋の構成は「文政六癸末年十二月分限帳」(愛山文
庫D■ 23、 津山郷土博物館蔵)より、居住村などは「大庄屋由緒」
(中島家文書5、 津山郷土博物館蔵)を参考とした。なお文政7
年 11月令には大庄屋手伝も含まれているが、表1からは省いた。

番号 居住村 大庄屋 1居住地

① 川辺村

② 押入村

土居太郎右衛門 内

岸本佳十郎 内

③ l 山北村  1   大谷茂左衛門 内

④ l 田邑村 土井督左衛門 内

⑤ 宮村 立石助右衛門 内

③ l 田辺村 土居藤七 内

② 大篠村 安黒六郎右衛門 外

③ 綾部村 多胡武右衛開 外

⑨ l香 美々中村 1  中島林太 (多右衛門)
① 富村 広山孫左衛門 外

① 上河内村

⑫ 目木村

近藤忠左衛門 外

福島二郎右衛門 (善兵衛) 外

6
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か
し
、
天
保
七
年

（
一
人
三
六
と
ハ
月
に
江
戸
幕

府
の
対
応
に
鑑
み
て
、
制
度
が
改
変
さ
れ
た
。
こ

れ
以
降
、
隠
鉄
砲
を
所
持
し
た
り
撃

っ
た
者
は
、

鷹
場
の
杭
内
の
者
は
領
地
か
ら
の
追
放
で
あ
る

が
、
杭
外
の
者
は
城
下

一
里
四
方

（城
下
か
ら
半

径
二
ｋｍ
程
の
範
囲
）
及
び

「構
」
か
ら
の
追
放
と
し

た
。
「構
」
は
大
庄
屋
の
支
配
単
位
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
村
を
越
え
た
居
住
地
周
辺
か
ら
の
追
放
で
あ

る
。
こ
の
と
き
、
杭
外
の
若

へ
の
処
罰
の
み
を
軽

い
も
の
へ
と
変
更
し
た
こ
と
が
分
か
る
。
杭
の
内
。

外
に
居
住
す
る
か
の
違

い
に
よ

っ
て
隠
鉄
砲

へ
の

処
罰
が
異
な
り
、
杭
内
で
の
隠
鉄
砲
は
よ
り
重
罪

で
あ

っ
た
。

田
辺
村
の
鷹
場

こ
こ
で
は
森
家
時
代
の
鷹
場
と
、
松
平
家
に
よ

る
鷹
場
の
設
置
を
検
討
す
る
。

松
平
家
が
落
主
と
な

っ
て
間
も
な

い
宝
永
七
年

（
一
七

一
〇
）
、
藩
は
城
下
三
里
四
方

（城
下
か
ら

半
径
四
ｋｍ
程
の
範
囲
）
を

「御
留
場
」
と
す
る
こ
と

を
村
力
に
下
達
し
た
。
こ
れ
は
、
前
年
に
五
代
将

軍
綱
吉
が
死
去
し
、
生
類
憐
ゑ
政
策
が
敏
廃
さ
れ

た
こ
と
で
、
藩
は
即
座
に
鷹
場
を
設
置
し
た
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
下
達
に
対
し
、
同
年
入
月
、

東
西
の
田
辺
村
が
連
名
で
願
書
を
差
し
出
し
て
い

る
②
。
田
辺
村
は
図

一
の
④
に
位
置
し
、　
一
九
世

紀
に
は
土
居
藤
七
の
居
住
村
で
あ
る
。
願
書
に
よ

れ
ば
、
田
辺
村
は

「奥
山
」
か
ら
山
続
き
の
村
で

あ
り
、
鳥
害
が
甚
だ
し
い
た
め
、
「先
御
代
」
つ
ま

り
は
森
家
が
藩
主
の
時
代
か
ら

「御
鷹
場
」
か
ら

外
さ
れ
、
猟
師
も
八
人
い
る
。
そ
の
当
時
の
榜
示

（杭
の
こ
と
）
は
今
も
残

っ
て
い
る
と
い
う
。
そ
の

た
め
、
田
辺
村
に
「御
留
場
」
を
設
定
し
な

い
で

欲
し
い
と
歎
願
し
て
い
る
。
こ
の
歎
願
は
絵
図
を

伴

っ
て
い
る
。
絵
図
の
主
要
な
部
分
を
【図
三
】

に
示
し
た
。
黄
色
で
示
さ
れ
て
い
る
の
が
、
過
去

の
「御
留
場
」
の
ラ
イ
ン
で
こ
れ
ま
で
に
①
～
③

の
二

つ
の
ラ
イ

ン
が
あ

っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

よ
っ
て
、
森
家
時
代
に
も
城
下
を
囲
む

一
円
の
鷹

場
が
あ

っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
し
か
し
そ
の
範
囲

は
、
時
期
に
よ

っ
て
度

々
変
更
さ
れ
て
い
た
。
①

に
は

「拾
五
年
己
前
子
歳
迄
愛
榜
示
筋
」
と
め
り
、

生
類
憐
み
政
策
の
開
始
年
に
相
当
す
る
元
禄
九
年

測倉拡ム.
（
一
六
九
六
）
ま
で
は
、
田
辺
村
の

一
部
を
含
む
①

が
「御
留
場
」
の
ラ
オ
ン
で
あ

っ
た
。

五
頁
の
絵
図
が
作
成
さ
れ
た
寛
政
五
年
段
階
で

は
、
お
そ
ら
く
こ
の
願
書

・
絵
図
の
通
り
、
田
辺

村
を
含
ま
な
い
③
か
、
そ
れ
に
近

い
ラ
メ
ン
が
鷹

場
の
境
目
で
あ

っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
が
文
化
四

年

（
一
人
〇
七
）
八
月
の
段
階
で
は
、①
に
近

い
ラ

イ
ン
に
変
更
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
年
、
野

山
の
利
用
を
め
ぐ

っ
て
近
隣
の
村
力
が
訴
訟
を
起

こ
し
て
お
り
、
そ
の
時
作
成
さ
れ
た
絵
図
が
【図

四
】
で
あ
る
。
五
頁
の
絵
図
が
作
成
さ
れ
た
寛
政

五
年
に
は
杭
は
大
沢
池
の
南
に
あ

っ
た
が
、
文
化

四
年
八
月
に
は
、
は
る
か
北
側
、
田
辺
村
と
上
田

邑
村
と
の
村
境
に
移
動
し
て
い
る
。
大
沢
池
の
位

遣
を
基
準
に
、
図

一
・
三

。
四
を
見
比

べ
る
と
良

く
分
か
る
。
松
平
家
時
代
に
も
、
鷹
場
の
範
囲
は

適
宜
変
更
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

前
述
の
上
居
藤
七
に
つ
い
て
、
表

一
で
示
し
た

文
政
七
年
段
階
は
①
の
ラ
イ
ン
、　
つ
ま
り
田
辺
村

の

一
部
が
鷹
場
に
含
ま
れ
て
い
た
時
期
で
あ

っ

た
。
よ
っ
て
こ
の
時
期
に
限
り
大
庄
屋
土
居
藤
七

は
、
鷹
場
内
に
居
住
村
を
含
む
こ
と
に
な
り
、
鉄

砲
の
所
持
を
許
可
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

【図3】「御留場付近絵図」(矢吹家資料十二支箱文書38引 、津山郷土博物館蔵)より作成。

【図4】「野山入会論所墨引」矢吹家資料

十二支箱文書二七ニーニ、津山

郷土博物館蔵)より作成。
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津
山
藩
主
と
鷹

津
山
藩
主
は
参
勤
交
代
に
際
し
て
、
た
び
た
び
将
軍
か

ら
鷹
を
拝
領
し
て
い
る
。
「森
家
先
代
実
録
」
に
は

「例
年

御
暇
の
節

ハ
、
上
使
フ
以
、
御
馬

・
御
鷹

。
時
服
等
拝
領

し
給
ム
也
、
或
時
十
三
尾
の
鷹
拝
領
の
事
有
之
」
と
あ
り
、

江
戸
に
拓
い
て
将
軍
か
ら
津
山

へ
の
帰
国
許
可
を
貫
う
場

面
で
、
馬
や
時
服
と
と
も
に
鷹
を
拝
領
す
る
こ
と
が
慣
例

と
な

っ
て
い
た
。
ま
た
、　
三
二
尾

（居
）
も
の
鷹
を
拝
領

し
た
こ
と
が
あ
り
、
タ
イ
ミ
ン
グ
や
家
格
に
応
じ
て
拝
領

す
る
数
は
多
様
で
あ

っ
た
。

も
ち
ろ
ん
松
平
家
時
代
に
も
鷹
の
拝
領
は
確
認
で
き
、

支
政
元
年

（
一
人

一
人
）
の
藩
主
斉
孝
が
帰
国
す
る
際
の
大

名
行
列
を
描
い
た

「拾
万
石
御
加
増
後
初
御
入
国
御
供
立
之

図
」
に
も
、
拝
領
し
た
鷹
が
三
居
描
か
れ
て
い
る
会
図
五
じ
。

し
か
し
、
鷹
の
飼
育
に
は
そ
れ
な
り
の
費
用
が
必
要
な

の
で
あ
ろ
う
。
藩
財
政
が
窮
乏
し
、
倹
約
令
が
出
さ
れ
た

天
保
年
間
に
お
い
て
は
、
鷹
の
放
鳥
が
行
わ
れ
て
い
る
。

領
内
に
も
こ
の
こ
と
は
触
れ
出
さ
れ
、
天
探
六
年

（
一
人

三
五
ど
二
月

一
八
日
に
は
、
「御
鷹
穴
藩
主
の
鷹
の
こ
と
）

を
残
ら
ず
放
鳥
し
た
の
で
、
見

つ
け
て
も
届
出
は
不
要
。

た
だ
し
、
「御
鷹
」
と
気
づ
い
た
ら
殺
す
こ
と
も
構
う
こ
と

も
し
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
触
れ
が
出
さ
れ
て
い
る
①
。

天
保
期
の
倹
約
政
策
に
藩
が
如
何
に
真
剣
に
取
り
組
ん

だ
の
か
が
伝
わ
る
出
来
事
で
あ
り
、
領
民
に
対
し
て
も
大

【図
五
】
「拾
万
石
御
加
増
後
初
御
入
国
御
供
立
之
図
」
（部
分
）

（津
山
郷
土
博
物
館
蔵
）
、
鷹
二
据
と
調
教
師
で
あ
る
鷹
匠
。

き
な
ア
ピ
ー
ル
に
な

っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

お
わ
り
に

本
稿
で
は
、
ま
ず
津
山
藩
の
鷹
場
の
範
囲
を
特
定
し
た
。

図
三
か
ら
森
家
時
代
に
も
城
下
を
囲
む

一
円
の
鷹
場
が
設

定
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
、
少
な
く
と
も
北
の
境
界
は
、
現

在
の
作
州
街
道
の
あ
た
り
に
設
定
さ
れ
、
松
平
家
時
代
に

も
継
承
さ
れ
た
。
そ
の
背
景
に
は
、
日
辺
村
が
主
張
す
る

よ
う
に
、
山
間
地
域
を
鷹
場
に
設
定
す
る
と
獣
害
が
甚
だ

し
い
と
い
う
問
題
が
あ
ろ
う
。
こ
の
北
の
境
界
は
領
民
の

訴
願
に
よ
り
度

力
変
更
さ
れ
た
こ
と
も
明
ら
か
に
な

っ

た
。　
一
方
、
鷹
場
を
平
野
部
に
限
る
こ
と
は
領
民

へ
の
配

慮
で
あ

っ
た
と
い
え
る
が
、
平
野
部
の
領
民
は
鉄
砲
を
使

わ
ず
、
獣
害
と
戦
う
こ
と
を
強

い
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

宝
永
七
年
に
城
下
三
里
四
方

（半
径
四
ｋｍ
程
）
が
鷹
場

と
さ
れ
た
背
景
と
し
て
は
、
北
側
は
山
間
地
域
と
の
境
界

で
あ
る
が
、
東

・
西
側
は
城
下
か
ら
四
ｋｍ
程

い
く
と
、
他

の
大
名
領
や
幕
府
領
が
存
在
し
た
こ
と
が
要
因
で
あ
ろ

＞ラ
津
山
藩
は

一
人
世
紀
以
降
、
甚
だ
し
い
財
政
窮
乏
に
見

舞
わ
れ
る
。
平
野
部
は
、
水
田
が
造
成
で
き
る
た
め
生
産

力
が
高

い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
津
山
盆
地
か
ら
鷹
場
を

敏
廃
し
た
形
跡
は
な
い
。
そ
れ
は
、
鷹
狩
が
軍
事
演
習
や
、

領
主
と
領
民
と
の
交
流
の
場
と
し
て
の
意
味
を
持

っ
た
こ

と
な
ど
も
理
由
で
あ
ろ
う
が
、
な
に
よ
り
津
山
藩
の
武
士

が
鷹
狩
を
好
ん
だ
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

①
『
国
史
大
辞
典
』
よ
り

「鷹
場
」
、
加
藤
秀
幸
執
筆
。

②
『
国
史
大
辞
典
』
よ
り

「鷹
狩
」
、
加
藤
秀
幸
執
筆
。

③
例
え
ば
、
安
永
二
年
九
月
十
五
日
触
で
は

「松
茸
山
等
御
留
場
所
た
り
共
」

と
あ
り
、
「御
留
場
所
」
の
な
か
に
松
茸
山

（御
留
山
）
を
含
ん
で
い
る

禽
岡
山
県
史
　
津
山
藩
文
書
ヱ
全
一九
頁
）
。

④
「郷
中
御
条
目
」
寄
岡
山
県
史
　
津
山
藩
文
書
』
六
】量
〈
頁
）
。

③
「郷
中
御
条
目
」
含
岡
山
県
史
　
津
山
藩
文
書
』
六
三
七
～
六
三
七
頁
）
。

③
「山
北
村
諸
願
控
帳
」
山
北
村
資
料
四
上

〓
一。

②
矢
吹
家
資
料
十
二
支
箱
文
書
三
八

（津
山
郷
土
博
物
館
蔵
）
。

③
「御
定
書
　
下
」
の
う
ち

コ
フ
一雑
之
部
‐
七
」
。

|オ乳
「
・ 警

学
・

革 ~輩
転 々や

郡 韓
… 一 一 ― _,_ゝ

苺

入館のご案内
[開館時間]午前9:00～午後5:00 盤 爛

博物館だより「つはく」
No.127 令和8年2月 28日

[編集・発行]津山郷土博物館
〒708-0022側山県簿山市山下92
Tel(0868)22-4567  Fax (0868)23-9874
E‐mali tsu‐hakuetvt.ne.Jp

[ 印 刷 ]有 限会社 弘文社

[休 館 日 ]毎週月曜日・祝日の翌日  本―ムページ Facebook
年末年始(12月 29日 ～1月 3日 )。 その他

[入 館 料 ]一般・・・300円 (30人以上の団体の場合240岡 )

高校。大学生…200円 (30人以上の団体の場合160円 )
65歳以上…200円 (30人以上の団体の場合160円 )

↓ 嫁:悩

中学生以下・障害者手帳を提示された方は入館料が無料です
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↓ は、津山松平藩の槍印で剣大といい、現在津山市の市章となっています。


